
 

 

平 成 22 年 度  

 

事 業 計 画 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

特 別 養 護 老 人 ホーム  ニューフジホーム 

認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護  グループホームかえで 



 

社会福祉法人
恩賜

財団東京都同胞援護会憲章（同援憲章）  
 
 

同胞援護会は、敗戦後まもなく戦時下の軍人援護会と戦災援護会の合併を機に全国組

織として、日本の社会事業発展を目指して誕生しました。 

やがて全国支部組織から独立し、東京都同胞援護会として、戦後の復興事業から新し

い社会福祉を目標として生まれ変わりました。 

発足において同胞援護会は、「同胞愛」、「四海皆兄弟」、「扶け合い」の言葉を基本理

念に掲げました。戦後の荒廃した社会にあって、何よりも国民の復興に向けた精神のよりど

ころを高く標榜したものでした。 

同胞援護会は、戦後の混乱期から幾多の時代の変遷にあっても、変わることなく社会福

祉の道を、多くの人々とともに歩んできました。 

この精神は現在もなお同胞援護会の理念として、強く受け継がれているものであります。 

いずれの時代にあっても福祉は普遍的なものであり、私たちは、常に地域の皆様ととも

に、基本的人権の思想を何よりも尊重し、真の福祉を目指して迷うことなく進んで参ります。 

東京都同胞援護会は、これからもこの崇高な理念を基本にして、福祉社会の恵沢を、全

ての人々と分かちあうために努めていきます。 

 

 
基本理念 
 

１． 個人の尊厳をまもり、利用者の意向を十分に尊重いたします。 
２． 利用者の心身の健全と、一人ひとりに応じた自立を支援いたし

ます。 
３． 地域の皆さんと一緒に福祉の街づくりに努めます。 

 
 
基本方針 
 

１． 利用者の立場に立ってサービスを考えます。 
２． 利用者のため質の高いサービスを提供します。 
３． 笑顔と挨拶と礼儀を大切にします。 
４． 透明で開かれた施設を目指します。 
５． 健全な施設経営を目指します。 



はじめに 

 

ニューフジホームは地域の拠点施設として、地域の方々、利用者、家族に「安らぎ」

と「安心感」を提供できる体制を作っていくとともに、様々なニーズに対応できる専門性

を育てていきます。また、利用者本位のサービスをより広げていけるよう、マニュアルの

実践的統一化と高品質のサービスの構築に努めさせていただきます。 

 

高齢者支援系施設としては以下の目標設定に取り組みます。 

１． 残存能力を生かした自立支援を促進します。 

２． 利用者の人権に配慮し、自己決定に基づくケアを目指します。 

３． 地域の拠点施設として、福祉の心を広げられるよう開かれた施設を目指します。 

４． 心に寄り添う事を目指し、思いやりと安心感の広がる介護であるよう努力します。 

５． 個別化ケアに配慮し、顧客満足へ向かうケアを目指します。 

６． 業務改善に多角的に取り組み、コスト削減も含めた安定経営を目指します。 

 

グループホーム「かえで」は、利用者個々の生活リズムを大切にした援助を行います。

また、利用者それぞれが役割を持って主体的に活動することで達成感や満足感を得、

活き活きとした日常生活を送っていただけるように援助いたします。 

 

本年度も ニューフジホーム・かえで を宜しくお願いいたします。 

 

平成 22 年４月１日 

 

 

 

特別養護老人ホーム ニューフジホーム 施設長 中 島 昭 

認知症対応型共同生活介護 グループホーム「かえで」 所 長 中 島 昭 

 

 

 

 



Ⅰ ニューフジホーム 基本方針 
 

 

 

１ 一人ひとりの個人の人権を尊重し、その人らしい生き方を支援いたします。 

 

２  利用者の心身の健全と、一人ひとりに応じた生活を支援いたします。 

 

３  地域のみなさんと「共に」よりよい街づくりに努めます。 

 

 

 

 

Ⅱ 経 営 方 針 
 

 

１．生活の質の向上に努めます。 

 

２．人材の育成への取り組みを行います。 

 

３．地域社会との協力関係の強化いたします。 

 

４． 経営の安定化を図ります。 



　Ⅲ　経営方針および経営計画

経営方針 計　　画 内　　　　　　容

生活の質の向上

「寄り添うケア」の実践
食事援助・排泄援助・入浴援助・口腔衛生・環境美化と整容の充実

利用者と関わる時間の拡大（業務のスリム化・見直し）

担当者会議の充実
専門職種の連携した支援の継続

利用者を主役としたケアプランづくり

個別支援、余暇活動の充
実

グループでのレクリエーション、小グループでの趣味活動の充実

スウェーデン式認知症緩和療法の実践

外出機会の拡大、小グループでの外出や誕生会の実施

生活リハビリの実践

理学療法・運動療法・物理療法・作業療法の強化

器楽・操体療法・鍼灸法の充実

利用者個々に合わせた福祉機器の検討、提案

「安心・安全」の確保と
利用者の権利を守る

利用者個々のﾋﾔﾘﾊｯﾄの分析・危険予知、予防・環境改善

医療ニーズの高い利用者の対応強化、終末期ケアの研修

利用者に対する言葉がけ、態度等接遇マナー向上

苦情解決体制の強化（再発防止への取り組み）

個人情報の保護

人材育成への取
り組み

資質の向上
本質的な「介護」の研究、研修会への参加、認知症への対応

法人研究発表会、全国研究大会への出展

業務の標準化とＯＪＴ強化
新任職員の育成、中堅職員のフォローアップ

施設マニュアルの定期点検、新たなマニュアルの整備

介護実習の指導 実習指導による職員の気づき、資質向上、優秀な人材の確保

資格取得の奨励 受験有資格者への働きかけ

地域社会との協
力関係の強化

ボランティアの拡大 ボランティアの育成、社協ボランティアセンターとの連携

教育機関との連携 近隣小中学校の職場体験、社協ボランティア体験への協力

地域とのふれあい

行事等の参加交流、地域への介護技術還元

逆デイサービスの充実

地域交流会、介護教室の開催、関係機関とのネットワークづくり

経営の安定化

安定した収入の確保
利用率の向上

入所希望者の把握、要介護度の見直し（区分変更）

新たな加算算定の検討・実施、ショートステイ利用者の拡大

設備の点検・改修 入浴設備の改修・ベッド周囲の設備改修

コスト管理 高熱水費の管理、消耗品の管理、施設備品の取り扱い管理

制度改正への対応 加算要件の点検（法令順守）、自己点検の実施

情報開示
ホームページでの情報発信、園だよりの発行

第三者評価の受審



Ⅳ 部門別ミッション 

生活相談部門 

昨年度は外出支援や個別支援についてもご家族やボランティアの方々のご協力

により多くの利用者が参加できました。またこれまでの個別支援の取組みを振り返り、

研究発表会に出展させていただきました。このことは、第三者評価結果等においても

好評をいただいています。 

今年度も引き続き、利用者の要望を受け止めた「心のこもったケア」を提供するとい

った｢ソフト面｣の充実を重点的に進めてまいります。利用者の要望については十分

把握できるように、利用者職員間でのコミュニケーションをとるだけでなく、ご家族にも

ご参加いただき、「その人らしい人生・生活」を送れるよう支援してまいります。 

また施設内外での利用者の権利擁護（居室環境、日々の介護、経済問題、家族と

の関係）についても生活相談員を中心に全職員が協働して進めていきます。 

 

1. 生活相談 

ホームの生活での悩みごとや心配ごとに対しては生活相談員を中心に全職員

で適切に対応し、メンタルケアを充実させます。特にサービス利用開始直後は心

理的な負担があるものです。言葉がけをするだけではなく必要に応じ、利用者本

人やご家族との面接を実施し適切なソーシャルワークを行います。また サービス

に対する苦情や要望については、苦情解決委員会にて迅速に対応いたします。 

 

2. 待機者の実態把握と入所の迅速化 

全国の特養待機者は 43 万人（2009.12 厚労省発表）と言われており、申し込

みから入所するまでの年数も年々長くなっています。一方施設を退所する方は平

均すると年間に定員の 2 割弱であり、当初申し込んだ方も待機している期間に状

態が著しく変わることが少なくなく、待機者の情報の管理は一層重要なものとなっ

ています。 

今年度は待機者の実態把握を行い、最新の情報を取得することで緊急度の高

い方が入所できるような態勢を整えます。またこのことは空ベッドをつくることなく

必要な方が最大限施設を利用することとなり、利用料の増収をもたらすことで経営

の安定化につながります。 

 

3. 各種計画書の立案 

① 施設サービス計画（ケアプラン） 

利用者が日々の生活を快適に安心して過ごせるようなケアの提供を目的と



した個別の施設サービス計画書（ケアプラン）を作成します。作成にあたって

は、原則として利用者本人にも参加していただき、固有の価値観や個別のニ

ーズに即した計画となるよう配慮します。利用者について解決すべき課題を

把握し、利用者の意向を踏まえた上で、施設サービスの目標およびその達成

時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施

設サービス計画を作成します。６ヵ月ごとの定期見直しのほかに状態の変化

等があった場合等、随時施設サービス計画を変更します。 

 

② 栄養ケア計画 

利用者にとって「食べること」が活力の源であり、尊厳そのものであることか

ら、その利用者の楽しみや生きがいの上からも重要となります。そのためにも、

管理栄養士が中心となり「栄養ケア・マネジメント」を実施し、低栄養状態の予

防・改善・維持に努めていきます。相談員はご家族との連絡調整を担当いた

します。 

 

③ 個別機能訓練計画 

利用者一人ひとりの状況や要望に応じて「個別機能訓練計画」を作成し

（施設サービス計画に記載する場合もあります）、ボランティア等によるレクリ

エーションや趣味活動、機能訓練指導員による個別リハビリを実施いたしま

す。 

4. 入居者の生活（プログラム） 

利用者の自立支援を目標として豊かで快適に過ごせるように、リズムある

生活を送って頂けるよう援助します。 

① 行事 

潤いのある楽しい生活を送って頂けるよう、毎月の誕生会や季節感のある各

種行事を実施していきます。昭和郷合同行事(納涼、バザー)に参加し、地域

との交流も深めていきます。（別表４） 

② 趣味活動 

作業療法の一環として、書道・絵画・俳句等を行います。カラオケ・朗読は、

定期的にボランティアを導入しながら、自由参加の形式で実施します。 

③ 売店（毎月第１．３火曜日） 

昭島病院の売店が来園し、買う楽しみ、食べる楽しみを味わって頂けるように

します。（別途自己負担） 

④ 喫茶（毎月第１．３火曜日） 

和やかなふれあいの場として、憩いのひと時となるように努めます｡ゆったりと

した雰囲気の中で、できるだけ利用者の希望に添った嗜好品を取り入れてい



きます｡（別途自己負担） 

⑤ ニューフジの会（毎月第４火曜日） 

新利用者の紹介、利用者からのご要望等を伺う機会とします。 

⑥ 誕生会（毎月第４火曜日） 

ニューフジの会の中で、誕生者を他の利用者と職員全員でお祝いします。ま

た、午後には、ご家族とご一緒に誕生者の茶話会を開催します。（誕生会食

代については、別途自己負担） 

⑦ 理美容（毎月第１．３月曜日） 

毎月１回程度カット等を提供いたします。自己負担（1,300 円／回） 

 

5. 地域との交流 

① 地域交流会 

近隣住民や民生委員との連絡会を実施して、施設の介護技術の還元、相談

援助、地域のネットワーク化を目指します。昭島市地域包括支援センターや

昭島病院地域連携室、東部・中部地区民生児童委員を中心に実施し、順次

参加者を拡大する予定です。 

② ボランティア懇談会 

趣味活動やレクリエーション等で活躍していただいているボランティアの方々

は近隣の方が多く、日ごろの感謝と交流目的に実施いたします。 

③ 家族の集い 

施設への理解と「利用者・職員・家族が共に」を目標として、年２回の「家族の

集い」を行います。また、オンブズマンからの提言、ご家族の声を積極的に取

り入れます。 

④ その他 

「逆デイサービス事業（みちくさ倶楽部）」として地域にあるＮＰＯ法人「ひだま

り」への訪問や買い物外出等を行うことにより地域の方々と交流を深めていま

す。また、近隣の小・中学校や保育園との交流を行っていきます。 

 

6. 広報 

法人独自の「同援だより」のほか、施設独自の「園だより」を発行し、利用者および

ご家族、地域への広報活動を行い、ホームでの生活状況や行事の案内、利用者の

紹介等を掲載します。(年４回程度)   

また、施設独自のホームページも開設しており、施設の情報や行事の風景などを公

開しています。(http://d-nfh.jp) 

 

 



7. 金銭管理 

金銭管理については、可能な限り利用者自身が行うものとしますが、入出金等の

依頼や、若しくは自己管理が困難と思われる利用者については、｢ニューフジホーム

入所者預り金取扱い要領｣に基づき担当職員が援助・管理しています。 

 

8. 各種手続き代行等 

行政手続の代行を申し出等より、有料サービスにて受付けます。 

行政手続き代行サービス(１回につき実費徴収) 

 

日常費用支払代行サービス 

日常生活にかかる諸費用に関する支払代行を申し出により行います。 

 

9. その他の料金（基本料金とサービス利用ごとのオプション料金） 

① 基本サービス料金 

契約書別紙・重要事項に定めているとおりとなります。 

② 食費および居住費 

(1) 食 費・・・１日あたり  １，３８０円（食材料費 ＋ 調理費） 

食費に関しては、所得に応じた軽減制度があります。 

(2) 居住費・・・１日あたり    ３２０円（多床室） 

③ 補食 

体力の消耗や摂取量の低下等が認められた場合、食事以外での栄養補給

に補食を提供しますが、材料費相当分の料金がかかります。 

④ 医療処置 

医療保険適用外の医療処置にかかる材料費は、自己負担となります。 

⑤ 付き添い代金 

一泊旅行や遠方への付き添い代金は、付き添いにかかった実費相当分を頂

きます。 

⑥ サービス提供記録の複写物の請求代金 

１枚あたり      １０円／枚 

⑦ 日常生活にかかる費用 

1 日あたり ２００円／日 



５．ボランティア 

 地域に開かれた施設を目指すとともに、ボランティア委員会を設置し、窓口を一本化

した中、受け入れを積極的に行います。 

定期的な日々の活動に参加される方、各種行事の時に参加される方等、受け入れ

門戸を広くすることでボランティアの拡大を計ります。また、利用者の家族への呼びか

けも積極的に行います。 

いつ来園されても参加しやすいようメニューを用意し、職員との話し合いの中で活動

メニューの要望を取り入れていきます。 

大きな行事の時には、利用者の状況の申し送りや車椅子操作方法の説明を実施し、

安全対策も行います。 

 

６．福利厚生 

職員の福利厚生について、職員の中からメンバーを選出し、担当者が中心となっ

て実施します。 



Ⅵ 防災 

 

 集団で生活するホームにおいて、利用者を不測の事態(火災・震災・その他の災害)

から安全に処遇を進めることは第一義に考えなければいけない重要なことです。日常

の防災設備は、日々点検を充分に行うともに定期的な防災訓練を実施し、緊急事態

に対処する心掛けが大切となります。 

 ニューフジホーム消防計画を充分熟知するとともに、「昭和郷特設自衛消防隊」昭和

郷災害時継走電話網との連携による防災訓練を行い充分な体制づくりに努めなけれ

ばなりません。 

 

１．防災訓練 

   消火、通報、避難誘導等の各訓練について「部分」または「総合」(基礎、

震災の各訓練)訓練を毎月 1回以上実施します。 

 

２．防災設備の保守点検 

   防災設備等(スプリンクラー、煙、熱感知器、消火器、誘導灯、ボイラー、

ポンプ、電気機器、ガス警報機等)の点検については専門員による点検の

ほか、毎日の夜勤者による点検ならび各担当職員による定期または不定

期に、点検を実施します。 

 

３．整備 

   非常用食糧ならび飲用水の確保(３日分)、ならびに非常用器具及び日用

品等について、常に現状を掌握するとともに破損、滅失等の発見時には、

速やかに修復し防災用品についての完備に留意するように努めます。 

 

４．地域災害 

   災害活動相互応援協定に基づき、火災や地震等の災害が発生した場合に

昭和郷各施設と地元各自治会相互に協力して、被害を最小限に防止し、

双方の安全を図ります。 

 

 

 

 

 

 



防 災 訓 練 計 画 

                                      

月 訓  練  内  容 職 員 入居者 

連動操作盤・防災設備の説明 ○  

4 月 

緊急連絡網訓練 ○  

5 月 総合訓練･･昼間想定 ○ ○ 

6 月 総合訓練･･夜間想定 ○ 〇 

７月 消火体験訓練（消火器、消火栓使用） ○  

8 月 通報訓練･･誤報想定 ○  

9 月 昭和郷合同防災訓練 ○  

総合訓練･･昼間想定（地震想定） ○ ○ 

10 月 

緊急連絡網訓練 ○  

11 月 消火体験訓練（消火器、消火栓使用） ○ ○ 

12 月 ビデオによる講習会 ○ 〇 

1 月 エレベーター救出法 ○  

2 月 総合訓練･･昼間想定 ○ ○ 

3 月 総合訓練･･夜間想定 ○ ○ 

 

 



日  課  表 

（別表１） 

ＡＭ 

        ４：３０    トイレ誘導 

 

        ６：００    起床・洗面・着替え 

 

        ７：２０    朝食  自由時間 

 

        ９：００    トイレ誘導  離床 

 

       １０：３０    特浴 予備浴 リネン交換  レクリエーション 

                リハビリ個別活動 売店  各種行事 

       １１：３０    食堂移動 

 

ＰＭ          １２：００    昼食  自由時間 

 

       １３：３０        リハビリ個別活動 

 

              １４：００    一般浴 特浴 トイレ誘導 

 

              １４：３０    おやつ  作業療法 防災訓練 

                           喫茶 レクリエーション クラブ活動 

                                カラオケ 朗読会 自由時間 

 

              １６：００    トイレ誘導 

 

       １７：３０    最終離床 

 

       １８：００    夕食  自由時間 

 

２０：００    水分補給（投薬） 

 

       ２１：００    トイレ誘導 就寝 居室消灯 

 

       ２２：００    ロビー消灯 



（別表２）

利用者 職    員 利用者 職    員

特浴（1F1G・2F5G） 特浴（1F2G・2F2G） ③給食会議

レクリエーション ②④ちぎり絵

①③理美容 ①③理美容

①③売店 ①運営会議 一般浴（男性） ②昭和郷連絡会

④ニューフジの会 特浴（2F4G）

④誕生会 ①③喫茶

④行事

理学療法

※各種行事、貯金

特浴（1F3G・2F1G） 一般浴（女性） サービス担当者会議

レクリエーション 特浴（1F4G・2F3G） （ケース会議）

散歩 理学療法 ④法人施設長会議

カラオケ・書道

操体療法

④誕生会

特浴（1F1G・2F5G） 特浴（1F2G・2F2G） ②衛生委員会

レクリエーション ①③ゲーム ③医務会議

理学療法

書道

療育音楽 ①ｻｰﾋﾞｽﾏﾅｰ委員会 朗読会 ①防災訓練

②体重測定 ②ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ委員会 理学療法 ②介護員会議

みちくさ倶楽部 ②コスト管理委員会 みちくさ倶楽部 ③勉強会

リネン交換(2F) ②お楽しみ企画委員会 ④職員会議

③研修委員会

④サービス向上委員会

OT・PT受療（月2回） 便尿器洗浄(2F） 特浴（1F4G）

特浴（1F3G） 一般浴（男性）

特浴（2F4G）

OT・PT受療（月2回）

特浴（2F1G） 一般浴（女性） 便尿器洗浄(1F）

リネン交換(1F) 特浴（2F3G）

※理美容は月２回あります
※全体行事の予定日には理学療法は行いません
※ケアプラン会議は、14時からとします
※ボランティア委員会・コスト委員会・お楽しみ企画委員会は年4回ずつとします

土

日

火

水

木

金

②事故対策・身体拘
束廃止委員会

週間プログラム
午      前 午      後

月



勤     務     表    ( 別  表 10 )

職      種 勤  務  時  間 休  憩  時  間

園         長 9 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 1 2 : 0 0 ～ 1 3 : 0 0

生活相談員 9 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 1 2 : 0 0 ～ 1 3 : 0 0

事務員 8 : 4 5 ～ 1 7 : 3 0 1 2 : 1 5 ～ 1 3 : 0 0

事務員(非常勤) 9 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 1 2 : 0 0 ～ 1 3 : 0 0

相談員補助(非常勤) 9 : 3 0 ～ 1 6 : 0 0 1 2 : 0 0 ～ 1 3 : 0 0

介  護   長 9 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

(早番)     7 : 0 0 ～ 1 5 : 2 0 1 1 : 0 0 ～ 1 2 : 0 0

             7 : 1 0 ～ 1 5 : 3 0 1 1 : 4 0 ～ 1 2 : 4 0

             7 : 2 0 ～ 1 5 : 4 0 1 1 : 3 0 ～ 1 2 : 3 0

             7 : 4 0 ～ 1 6 : 0 0 1 1 : 3 0 ～ 1 2 : 3 0

1 2 : 3 0 ～ 1 3 : 3 0

1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

介　護　員 (日勤)     8 : 4 0 ～ 1 7 : 0 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

             9 : 0 0 ～ 1 7 : 2 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

(遅番)   1 0 : 0 0 ～ 1 8 : 2 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

           1 1 : 0 0 ～ 1 9 : 2 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

           1 1 : 3 0 ～ 1 9 : 5 0 1 3 : 3 0 ～ 1 4 : 3 0

1 9 : 1 5 ～ 2 0 : 0 0

(夜勤)  1 7 : 0 0 ～ 翌 9 : 4 0 夜勤交替で1時間

   9 : 2 5 ～    9 : 4 0

介護員(ｼｮｰﾄ担当) 9 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

機能訓練指導員        9 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

PT補助(非常勤) 9 : 0 0 ～ 1 6 : 0 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

OT補助(非常勤) 9 : 3 0 ～ 1 6 : 3 0 1 3 : 0 0 ～ 1 4 : 0 0

看　護　師 8 : 4 0 ～ 1 7 : 3 0 1 2 : 3 0 ～ 1 3 : 2 0

看護師(非常勤) 8 : 4 0 ～ 1 7 : 3 0 1 2 : 3 0 ～ 1 3 : 3 0

9 : 0 0 ～ 1 6 : 0 0 1 2 : 3 0 ～ 1 3 : 3 0

看護師補助(非常勤) 9 : 0 0 ～ 1 7 : 0 0 1 2 : 3 0 ～ 1 3 : 3 0

      1 0 : 0 0 ～ 1 8 : 0 0 1 2 : 3 0 ～ 1 3 : 3 0

管理栄養士 8 : 4 0 ～ 1 7 : 4 0 1 2 : 3 0 ～ 1 3 : 3 0

  (注)  　1. 労働時間は、1週 4 0時間 (休憩時間を除く) とする。

2. 1ｹ月単位の変形労働時間を採用する。　　



苦  情 相  談 要  望  園  長 副園長 介護課長 主 任 受  付 
     

 

苦情・相談記録票 
受付  平成   年   月   日 

相談者氏名                               当事者との関係                 
当事者氏名                                                             
受 付 手 段          来所    電話    文書    その他（                      ）  
相談・苦情内容                                                          
                                                                         
                                                                         
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
対    応     平成   年   月   日         担当主任                 印                                   
            その場で対応（                                           ）   
      その場で解決    後日回答     調査後検討    管理者報告       
      苦情処理委員会で検討                     
                                                                        
                                                                        
                                       
改善対策     平成   年   月   日         担当主任                 印                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        
                                                                          
連絡･公表    平成   年   月   日         担当主任                 印     
             ①当事者、家族へ連絡                                          
             ②公表                                                    
                                                               終結済   
終    結     平成   年   月   日                                                    
                                                                        

ﾆｭｰﾌｼﾞﾎｰﾑ 



ニューフジホーム相談・苦情対応システム 
 

 
 
 

 聞き取り  申し出 
 

  電話等による申し出 
記録票 

 指示 対応困難な場合 
 

 報告 
調査依頼 

 
 体制･設備に 
 関すること 
 
  
 
報告 
 
 
 
 

 回答および改善  報告(記録票に記入) 
 
 
 
 
 説明状況を記録票に記入 
 
ホームの改善結果として公表 記録票終結に捺印 
  

      利用者 

   受付者(職員) 

    利用者家族 

 窓口(生活相談員) 

管理者(園長・課長)   苦情対応委員会 

 介 
 
 護            
 
 員 

 食 
 
 
 
 事 

 生 
 活 
 相 
 談  
 員 

 医 
 務 
 ・ 
 リ 
 ハ 

    改 善 報 告 

  当事者への説明 

公 表(事業報告等)  教訓･サービス向上 




